
同和問題啓発パネル展
日　時　 8月22日㈯・23日㈰　 9時から16時
場　所　多久市まちづくり交流センターあいぱれっと

日　時　 8月25日㈫から28日㈮
　　　　 8時30分から17時まで　※最終日は15時まで
場　所　市役所 1階市民ホール

※アンケートにお答えいただいた人に
　粗品を進呈します
※期間中、同和問題に関するDVDを
　視聴することができます

どんな法律なの？
①現在もなお部落差別が存在するという国の
認識が明確にされた（第 1条）
②日本国憲法の理念からも、部落差別は許さ
れないこと、解消することが重要な課題で
あることが示された（第 1条）
③部落差別解消のための教育および啓発の必
要性が明記された（第 5条）

どうしてこの法律ができたの？
　この法律が制定された社会的背景には、今
もなお続く部落差別の厳しい現状がありま
す。部落差別は過去の問題ではありません。

　同和地区出身者であることやそこに住んでいることを理由
に、日常生活で様々な差別を受けるという、日本固有の人権
問題です。本人にはどうすることもできないことで、基本的
人権が不当に侵害されるという深刻な社会問題です。

佐賀県では 8月を「同和問題啓発強調月間」とし、さまざまな啓発活動を行っています。 多久市では、この期間に各種啓発活動を集中的に行い、差別をなくす運動を展開します。

８月は 佐賀県同和　問題啓発強調月間です８月は 佐賀県同和　問題啓発強調月間です
同和問題とは？

　情報化が進み、インターネット上での差別的な情報の拡散
が大きな問題となっています。
　県内では、同和地区の情報を記載した「部落地名総鑑」の
復刻版をダウンロードし、インターネットのフリーマーケッ
トで販売する事件がありました。
　そのほかにも、同和地区の問い合わせや結婚相手の身元調
査、就職差別、不動産購入における土地差別、えせ同和行為
などといった差別事件が起きています。

今、どのような差別があるの？

　「そっとしておけば同和問題は自然になくなるのでは・・・」という人がいます。しかし、そっとしてお
くと、偏見や誤った認識がいつまでも伝えられ、繰り返し差別を生み出していくことになります。
　私たち一人ひとりが、同和問題を正しく理解し、認識することが差別の解消につながるのです。また、差
別は見ようとしなければ見えません。自分が知らないから差別は無いと考えず、差別がどこに隠されている
のかを見抜く力を身につけることが大切です。

同和問題を学ぶのはなぜ？
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日　時　 8 月25日㈫
　　　　13時30分から15時30分（開場13時）
場　所　中央公民館大ホール
演　題　「笑いと情けが人の輪をひろげる」
講　師　落語家
　　　　林家　染二さん
申し込み　  ☎  75ー4824
　　　　　FAX 74ー3284

同和問題に関する情報は、法務省や
県、市のホームページを検索！

部落差別の解消の推進に関する
法律をご存じですか？

※事前に申し込みが必要に
なります。電話かＦＡＸ
で申し込みください
※新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、中止に
なることがあります

同和問題講演会 えせ同和行為を排除しよう！
　同和問題の解決をめざす団体である
かのように名乗り、それを口実に、企
業や個人、行政機関などに対して、不
法・不当なことを要求したり、押し付
けたりする行為のことを「えせ同和行
為」といいます。
　このような行為は、同和問題に対す
る誤った認識を植え付け、偏見や差別
意識を助長する大きな要因となってい
ます。こうした行為は断固許してはな
りません。

同和問題に関するDVDを無料で貸し出しています。
家庭や地域、職場などでご利用ください。

▲同和問題啓発ポスター

はやし や そめ じ

入場無料
どなたでもご覧
いただけます
手話・要約筆記あり
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問 人権・同和対策課　☎75−4824


